
う

経済産業省 御利用ガイドブックより引用

通
常
要
件

上
乗
せ
要
件

認定経営革新等支援機関から最新情報を配信！！

大倉佳子税理士事務所 NewsLetter 7・８月号

＜人材確保等促進税制とは＞

新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人
税額又は所得税額から控除します。

人材確保等促進税制の概要

新型コロナウイルス感染症が経済や社会に甚大な影響を及ぼす中、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた企業の経営改革の実現
に向け、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、法人税等の税額控除措置が講じら
れます。

TEL：04-2924-0790 FAX：04-2924-0838

〒359-1142 埼玉県所沢市上新井5-33-15

～認定支援機関で対応できます～

・各種補助金申請
・経営改善計画書の作成
・創業支援
・優遇金利での資金調達 など

大倉佳子税理士事務所 （認定経営革新等支援機関）

※YouTube動画も
ご視聴ください。

ポイント

令和５年２月決算企業までが対象！

人材確保等促進税制

適用要件 税額控除

（要件の適用判定の計算例）

教育訓練費の額が、前年度より

20％以上増えていること

控除対象新規雇用者給与等支給額（※）の15％を
法人税額又は所得税額から控除

控除対象新規雇用者給与等支給額の20％を
法人税額又は所得税額から控除

※ただし税額控除額は、法人税額又は所得税額の20％を上限とします

通常要件の詳細

新規雇用者給与等支給額（※）が、前年度より

２％以上増えていること

1. 本制度の適用を受けるためには、 法人税の申告の際に、
確定申告書等に、適用額明細書並びに税額控除の対象
となる控除対象新規雇用者給与等支給額、控除を受け
る金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する
必要があります。

2. 所得拡大促進税制との併用はできません。所得拡大促
進税制の適用もご確認ください。

3. 本制度は令和5年2月決算企業までが対象となります。
令和5年3月以降の決算企業は賃上げ促進税制をご検
討ください。

※国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇
用した日から１年以内に支給する給与等の支給額をいいます。

※適用年度において、国内新規雇用者に対してその雇用した日から１年以内に支給する
給与等の支給額をいいます。新規雇用者給与等支給額との違いは、国内新規雇用者を雇
用保険の一般被保険者に限らない点及び雇用安定助成金額を控除する点です。

適用対象は？ 青色申告書を提出する全企業 適用期間は？ 令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に開始する各事業年度

● 新規雇用者給与等支給額が、前年度より２％以上増えていること

計算式 経済産業省 御利用ガイドブックより引用

● １人当たりの新規雇用者給与等支給額は同じだが、採用人数が増加するケース

• 新規雇用者比較給与等支給額：１億3500万円（=450万円×30人）

• 新規雇用者給与等支給額：１億4400万円（＝450万円×32人）

本制度適用をご検討の方は

以下までご連絡ください


